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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第102期

中間連結会計期間
第103期

中間連結会計期間
第102期

会計期間
自　2024年４月１日
至　2024年９月30日

自　2025年４月１日
至　2025年９月30日

自　2024年４月１日
至　2025年３月31日

売上高 （百万円） 139,794 142,373 284,552

経常利益 （百万円） 3,045 3,520 7,191

親会社株主に帰属する中間（当

期）純利益
（百万円） 2,826 2,930 6,015

中間包括利益又は包括利益 （百万円） 1,424 4,322 5,105

純資産額 （百万円） 65,690 71,939 68,454

総資産額 （百万円） 172,740 171,799 171,143

１株当たり中間（当期）

純利益金額
（円） 134.18 139.38 285.90

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額
（円） 131.69 137.48 281.19

自己資本比率 （％） 37.8 41.7 39.8

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △1,503 3,888 2,139

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △2,309 △1,243 △3,001

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 4,636 △1,733 1,293

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高
（百万円） 4,283 4,848 3,912

（注）当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりま

せん。

 

２【事業の内容】

　当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または前事業年度の有価証券報告書に記載した事業

等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1)　財政状態及び経営成績の状況

経営成績の分析

　当中間連結会計期間における我が国経済は、雇用・所得環境の改善が進むなか、緩やかな回復傾向で推移し

ましたが、物価上昇の継続による個人消費の落ち込みや、米国通商政策の変遷から発生する影響への懸念な

ど、不透明感の高い状況となりました。

　このような状況下におきまして、当社グループは、第三次中期経営計画で掲げた経営目標の進捗状況を管理

しながら各重点課題に取り組んでおり、当中間連結会計期間の連結業績は、売上高は1,423億7千3百万円（前

年同期比1.8％増）、営業利益は32億2千9百万円（前年同期比16.3％増）、経常利益は35億2千万円（前年同期

比15.6％増）、親会社株主に帰属する中間純利益は29億3千万円（前年同期比3.7％増）となりました。

 

　セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

① 鉄鋼事業

鉄鋼事業においては、主要取引業界である商用車業界や建産機業界向けの販売が堅調に推移したものの、材

料価格の下落による影響があったこと等により、売上高は889億6千万円（前年同期比0.4％減）、営業利益は

13億4千8百万円（前年同期比11.7％減）となりました。

② 非鉄金属事業

非鉄金属事業においては、地金相場の下落による影響等により、売上高は190億8千5百万円（前年同期比

9.7％減）となりましたが、主要取引業界である商用車業界や建産機業界向けの部品販売が堅調に推移したこ

と等により、営業利益は2億5千1百万円（前年同期比65.6％増）となりました。

③ 電子事業

電子事業においては、液晶・半導体・HDD向け部材の輸出及び部品・素材の新規案件の販売が大幅に増加し

た事に加え、主力のプリント配線板用積層板の販売も通信インフラ用途向けを中心に堅調に推移した事によ

り、売上高は229億4千9百万円（前年同期比15.5％増）、営業利益は12億6千1百万円（前年同期比44.2％増）

となりました。

④ ライフ営業事業

ライフ営業事業においては、自社商品の販売が堅調に推移したこと等により、売上高は54億2千3百万円（前

年同期比27.1％増）、営業利益は2億9千3百万円（前年同期比186.1％増）となりました。

⑤ 機械・工具事業

機械・工具事業においては、国内外の拠点網を活用しながら、取引先への販売活動を積極的に推進したこと

等により、売上高は33億7千8百万円（前年同期比15.2％増）となりましたが、売上原価の増加等により、営業

損失は2千7百万円（前年同期は営業利益2千6百万円）となりました。

⑥ 営業開発事業

営業開発事業においては、主力の商材及び工事案件を適宜受注したこと等により、売上高は25億7千5百万円

（前年同期比15.5％増）、営業利益は1億1百万円（前年同期比11.0％増）となりました。
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財政状態の分析

(資産)

　当中間連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べて6億5千5百万円増加し、1,717億9

千9百万円となりました。その主な要因は、建物及び構築物等の増加により固定資産が31億2千6百万円増加し

たことであります。

(負債)

　当中間連結会計期間末の負債につきましては、前連結会計年度末に比べて28億2千8百万円減少し、998億6千

万円となりました。その主な要因は、長期借入金等の減少により固定負債が11億4千万円減少したことであり

ます。

(純資産)

　当中間連結会計期間末の純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて34億8千4百万円増加し、719億3

千9百万円となりました。その主な要因は、利益剰余金が20億4千9百万円増加したこと、その他有価証券評価

差額金が13億6百万円増加したことであります。

 

(2)　キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、9億3千6百万円増加し、

48億4千8百万円となりました。

 

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

税金等調整前中間純利益が40億8千3百万円となりましたが、売上債権の減少額24億5千8百万円、仕入債務の

減少額8億8千5百万円、棚卸資産の増加額11億2千5百万円、減価償却費6億4千7百万円、法人税等の支払額13億

6千9百万円等により、38億8千8百万円の収入となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

有形固定資産の取得による支出20億5千6百万円、投資有価証券の売却による収入8億1千4百万円等により、

12億4千3百万円の支出となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

短期借入金の純増額22億9千3百万円、長期借入金の返済による支出32億2千6百万円、配当金の支払額8億8千

1百万円等により、17億3千3百万円の支出となりました。

 

(3)　優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な

変更はありません。

 

(4)　研究開発活動

該当事項はありません。

 

３【重要な契約等】

　当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 87,000,000

計 87,000,000

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末
現在発行数（株）
（2025年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（2025年11月７日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 21,799,050 21,799,050
東京証券取引所

プライム市場

単元株式数

100株

計 21,799,050 21,799,050 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

決議年月日 2025年６月19日

付与対象者の区分及び人数（名）
取締役　　　　　４

執行役員　　　　12

新株予約権の数（個）※ 407（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　40,700（注）２

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ １株当たり１円

新株予約権の行使期間 ※ 自 2025年７月18日　至 2055年７月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　  1,061

資本組入額　  531

新株予約権の行使の条件 ※ (注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締

役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ （注）４

※新株予約権証券の発行時(2025年７月17日)における内容を記載しております。

　(注）１.新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与

株式数」という。）は100株とする。

２.新株予約権を割り当てる日（2025年６月19日に開示のとおり、2025年７月17日と定める。以下、「割当日」

という。）後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分

割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数につい

て行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときは、その効力

発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。

また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて

付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うこ

とができる。

３.（１）新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間

 以内（10日目が休日に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することができる。
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（２）上記（１）にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契

約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議

案につき、当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議または会

社法第416条第４項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）、当該承認日の翌日から30

日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、（注）４に定める組織再編行為に伴う新株予

約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くも

のとする。

（３）その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めると

ころによる。

４.当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）

（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合

併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸

収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がそ

の効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前にお

いて残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの

場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権

を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計

画において定めることを条件とする。

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、（注）１及び（注）２に準じて決定する。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記

（３）に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金

額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができ

る再編対象会社の株式１株当たり１円とする。

（５）新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

下記に準じて決定する。

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ

る場合は、これを切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本

金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

（７）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。

（８）新株予約権の行使の条件

（注）３に準じて決定する。
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（９）新株予約権の取得条項

当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要

の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第４項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた

場合）は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承

認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金
増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

    2025年４月１日～

    2025年９月30日
－ 21,799 － 1,321 － 789

 

（５）【大株主の状況】

  2025年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口）

東京都港区赤坂一丁目8番1号

赤坂インターシティAIR
1,956 9.3

三神興業株式会社 東京都中央区八丁堀一丁目13番10号 1,590 7.6

いすゞ自動車株式会社 神奈川県横浜市西区高島一丁目2番5号 1,451 6.9

佐藤商事取引先持株会 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 627 3.0

ＮＯＫ株式会社 東京都港区芝大門一丁目12番15号 619 2.9

日本シイエムケイ株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 612 2.9

株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町二丁目2番1号 554 2.6

三原不動産株式会社 東京都中央区銀座四丁目8番4号 530 2.5

マーシャン持株会 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 527 2.5

山陽特殊製鋼株式会社 兵庫県姫路市飾磨区中島字一文字3007番地 499 2.4

計 － 8,966 42.6

（注）１.上記日本マスタートラスト信託銀行㈱の所有株式数は、すべて信託業務にかかる株式数であります。

２.マーシャン持株会は自社社員を会員とした社員持株会であります。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2025年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 739,100 － 単元株式数 100株

完全議決権株式（その他） 普通株式 21,023,800 210,238 同上

単元未満株式 普通株式 36,150 － －

発行済株式総数  21,799,050 － －

総株主の議決権  － 210,238 －

　（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己保有株式が次のとおり含まれております。

自己保有株式　　　　　　　　　　　　64株

 

②【自己株式等】

    2025年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

佐藤商事株式会社

東京都千代田区

丸の内一丁目８番１

号

739,100 － 739,100 3.39

計 － 739,100 － 739,100 3.39

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．中間連結財務諸表の作成方法について
当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則

第１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。

 

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間（2025年４月１日から2025年９

月30日まで）に係る中間連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による期中レビューを受けておりま

す。
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１【中間連結財務諸表】

（１）【中間連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(2025年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,912 4,848

受取手形 3,110 2,175

電子記録債権 27,133 26,597

売掛金 54,952 53,709

商品及び製品 29,453 30,612

その他 7,321 5,486

貸倒引当金 △287 △304

流動資産合計 125,596 123,125

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,991 8,963

土地 14,320 14,365

その他（純額） 3,275 2,439

有形固定資産合計 24,587 25,768

無形固定資産 208 197

投資その他の資産   

投資有価証券 17,927 19,587

繰延税金資産 96 86

退職給付に係る資産 1,165 1,144

その他 1,676 1,994

貸倒引当金 △114 △105

投資その他の資産合計 20,751 22,708

固定資産合計 45,547 48,673

資産合計 171,143 171,799
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(2025年９月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 49,605 49,032

電子記録債務 9,137 8,707

短期借入金 26,061 26,785

未払法人税等 1,537 1,233

契約負債 1,550 895

賞与引当金 1,903 1,664

その他 2,462 2,249

流動負債合計 92,257 90,569

固定負債   

長期借入金 6,141 4,402

繰延税金負債 3,767 4,389

退職給付に係る負債 217 232

役員退職慰労引当金 60 17

その他 244 249

固定負債合計 10,431 9,291

負債合計 102,688 99,860

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,321 1,321

資本剰余金 732 695

利益剰余金 56,376 58,426

自己株式 △1,006 △915

株主資本合計 57,423 59,527

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 8,599 9,905

繰延ヘッジ損益 △6 1

為替換算調整勘定 2,126 2,202

その他の包括利益累計額合計 10,720 12,110

新株予約権 293 282

非支配株主持分 17 19

純資産合計 68,454 71,939

負債純資産合計 171,143 171,799
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（２）【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

  （単位：百万円）

 
前中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2025年４月１日
　至　2025年９月30日)

売上高 139,794 142,373

売上原価 129,192 131,049

売上総利益 10,601 11,324

販売費及び一般管理費 ※ 7,826 ※ 8,095

営業利益 2,775 3,229

営業外収益   

受取利息 14 22

受取配当金 358 361

受取賃貸料 52 49

仕入割引 20 23

持分法による投資利益 28 23

その他 55 35

営業外収益合計 529 516

営業外費用   

支払利息 157 162

売上債権売却損 1 1

賃貸費用 34 34

為替差損 10 4

その他 55 22

営業外費用合計 259 224

経常利益 3,045 3,520

特別利益   

固定資産売却益 477 2

投資有価証券売却益 525 517

補助金収入 － 50

特別利益合計 1,003 570

特別損失   

固定資産除売却損 5 3

投資有価証券評価損 3 －

投資有価証券売却損 6 3

子会社株式売却損 68 －

特別損失合計 83 7

税金等調整前中間純利益 3,965 4,083

法人税、住民税及び事業税 1,069 1,123

法人税等調整額 67 27

法人税等合計 1,137 1,151

中間純利益 2,827 2,931

非支配株主に帰属する中間純利益 1 0

親会社株主に帰属する中間純利益 2,826 2,930
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【中間連結包括利益計算書】

  （単位：百万円）

 
前中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2025年４月１日
　至　2025年９月30日)

中間純利益 2,827 2,931

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,691 1,306

繰延ヘッジ損益 △3 8

為替換算調整勘定 279 61

持分法適用会社に対する持分相当額 12 14

その他の包括利益合計 △1,402 1,390

中間包括利益 1,424 4,322

（内訳）   

親会社株主に係る中間包括利益 1,422 4,321

非支配株主に係る中間包括利益 2 1
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（３）【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
 至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2025年４月１日
 至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益 3,965 4,083

減価償却費 514 647

貸倒引当金の増減額（△は減少） 28 8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △0 △42

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） 47 20

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 5 12

受取利息及び受取配当金 △373 △383

支払利息 157 162

持分法による投資損益（△は益） △28 △23

補助金収入 － △50

投資有価証券売却損益（△は益） △518 △514

関係会社株式売却損益（△は益） 68 －

固定資産除売却損益（△は益） △472 1

売上債権の増減額（△は増加） 3,795 2,458

棚卸資産の増減額（△は増加） △570 △1,125

仕入債務の増減額（△は減少） △6,725 △885

その他 △552 655

小計 △659 5,026

利息及び配当金の受取額 372 384

利息の支払額 △160 △162

補助金の受取額 － 10

法人税等の支払額 △1,055 △1,369

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,503 3,888

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △3,118 △2,056

有形固定資産の売却による収入 585 2

無形固定資産の取得による支出 △7 △48

無形固定資産の売却による収入 － 0

投資有価証券の取得による支出 △111 △12

投資有価証券の売却による収入 738 814

貸付けによる支出 △151 △42

貸付金の回収による収入 159 87

関係会社株式の取得による支出 △444 －

子会社株式の取得による支出 △34 －

子会社株式の売却による収入 42 －

その他 33 11

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,309 △1,243

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 6,746 2,293

長期借入金の返済による支出 △1,361 △3,226

自己株式の取得による支出 △123 △0

配当金の支払額 △861 △881

その他 236 80

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,636 △1,733

現金及び現金同等物に係る換算差額 28 25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 852 936

現金及び現金同等物の期首残高 3,115 3,912

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 315 －

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 4,283 ※ 4,848
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【注記事項】

（中間連結貸借対照表関係）

１　保証債務

　次の関係会社について、金融機関からの借入及びリース会社からのリース債務に対し、債務保証を行っており

ます。

 
前連結会計年度
（2025年３月31日）

当中間連結会計期間
（2025年９月30日）

SATO-SHOJI INDIA PRIVATE LIMITED(借入) 61百万円 －百万円

 (35百万インドルピー) (－百万インドルピー)

YUASA SATO(Thailand)Co.,Ltd.(リース債務) 38百万円 33百万円

 (８百万バーツ) (７百万バーツ)

計 100百万円 33百万円

（注）外貨建保証債務は期末日現在の為替レートで円換算しております。

 

（中間連結損益計算書関係）

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
 前中間連結会計期間
（自 2024年４月１日
   至 2024年９月30日）

 当中間連結会計期間
（自 2025年４月１日
   至 2025年９月30日）

給与手当 1,905百万円 1,903百万円

賞与引当金繰入額 1,251 1,382

退職給付費用 141 125

貸倒引当金繰入額 15 4

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前中間連結会計期間
（自 2024年４月１日
至 2024年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 2025年４月１日
至 2025年９月30日）

現金及び預金 4,343百万円 4,848百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △60 －

現金及び現金同等物 4,283 4,848
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前中間連結会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

（１）配当金支払額

 （決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年６月19日

定時株主総会
普通株式 862 41.0 2024年３月31日 2024年６月20日 利益剰余金

 

（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後と

なるもの

 （決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年11月６日

取締役会
普通株式 718 34.0 2024年９月30日 2024年11月29日 利益剰余金

 

Ⅱ　当中間連結会計期間（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）

（１）配当金支払額

 （決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年６月19日

定時株主総会
普通株式 881 42.0 2025年３月31日 2025年６月20日 利益剰余金

 

（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後と

なるもの

 （決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年11月６日

取締役会
普通株式 800 38.0 2025年９月30日 2025年12月２日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

Ⅰ　前中間連結会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 鉄鋼事業 非鉄金属事業 電子事業 ライフ営業事業機械・工具事業 営業開発事業

中間連結損益

計算書計上額

（注）

売上高        

外部顧客への売上高 89,342 21,146 19,877 4,265 2,933 2,228 139,794

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － － －

計 89,342 21,146 19,877 4,265 2,933 2,228 139,794

セグメント利益 1,528 151 874 102 26 91 2,775

（注）セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

Ⅱ　当中間連結会計期間（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）

　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 鉄鋼事業 非鉄金属事業 電子事業 ライフ営業事業機械・工具事業 営業開発事業

中間連結損益

計算書計上額

（注）

売上高        

外部顧客への売上高 88,960 19,085 22,949 5,423 3,378 2,575 142,373

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － － －

計 88,960 19,085 22,949 5,423 3,378 2,575 142,373

セグメント利益又は損失

（△）
1,348 251 1,261 293 △27 101 3,229

（注）セグメント利益又は損失（△）は、中間連結損益計算書の営業利益と一致しております。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　前中間連結会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

      （単位：百万円）

 鉄鋼事業 非鉄金属事業 電子事業 ライフ営業事業機械・工具事業 営業開発事業 合計

日本 80,011 19,123 5,542 3,095 2,885 2,228 112,885

アジア 9,331 2,023 14,335 1,170 48 － 26,908

顧客との契約から生じる収益 89,342 21,146 19,877 4,265 2,933 2,228 139,794

外部顧客への売上高 89,342 21,146 19,877 4,265 2,933 2,228 139,794

 

　当中間連結会計期間（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）

      （単位：百万円）

 鉄鋼事業 非鉄金属事業 電子事業 ライフ営業事業機械・工具事業 営業開発事業 合計

日本 79,509 17,073 5,765 4,193 2,363 2,575 111,480

アジア 9,450 2,011 17,184 1,229 1,015 － 30,893

顧客との契約から生じる収益 88,960 19,085 22,949 5,423 3,378 2,575 142,373

外部顧客への売上高 88,960 19,085 22,949 5,423 3,378 2,575 142,373

 

（１株当たり情報）

　１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、

以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間
（自　2024年４月１日
至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　2025年４月１日
至　2025年９月30日）

（1）１株当たり中間純利益金額 134円18銭 139円38銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する中間純利益金額

（百万円）
2,826 2,930

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

中間純利益金額（百万円）
2,826 2,930

普通株式の期中平均株式数（千株） 21,068 21,028

（2）潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額 131円69銭 137円48銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する中間純利益調整額

（百万円）
－ －

普通株式増加数（千株） 397 291

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

　　　　　　　　　　－ 　　　　　　　　　　－
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（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

2025年11月６日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　(イ) 中間配当による配当金の総額…………………800百万円

　(ロ) １株当たりの金額………………………………38円00銭

　(ハ) 支払請求の効力発生日…………………………2025年12月２日

(注)　2025年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書  

 

2025年11月７日

佐藤商事株式会社

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 高﨑 博

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 鈴木 専行

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている佐藤商事株式会

社の2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2025年４月１日から2025年９月30日ま

で）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連

結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

 

　当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して、佐藤商事株式会社及び連結子会社の2025年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重

要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期

中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される

規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし

ている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

中間連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

　中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。

 

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続

を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度

の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

 

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら

れると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。ま

た、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の注

記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間連

結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告

書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性

がある。

 

・中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していな

いと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び

内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められない

かどうかを評価する。

 

・中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人

は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結

論に対して責任を負う。

 

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項に

ついて報告を行う。

 

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻

害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

 

　（注）１．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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